[bookmark: _GoBack]東大阪市障害者等の就労機会の確保等活動事業者の認定に関する要綱

（目的）
第１条  この要綱は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の２第１項第３号の規定及び地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号。以下「施行規則」という。）第１２条の２の１２の規定に基づく障害者等の就労機会の確保等活動事業者の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条  この要綱において、障害者等の就労機会の確保等活動事業者（以下「活動事業者」という。）とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
（１）施行令第１６７条の２第１項第３号に規定された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設、同条第２７項に規定する地域活動支援センター、同条第１項に規定する障害福祉サービス事業（同条第７項に規定する生活介護、同条第１３項に規定する就労移行支援又は同条第１４項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。）を行う施設若しくは小規模作業所（障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第１８条第３項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。）には該当しないが、実態としてこれらの施設等と同様に障害者の就労機会の確保等の活動又は事業を行っている者。
（２）施行令第１６７条の２第１項第３号に規定された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第３７条第１項に規定するシルバー人材センター連合又は同条第２項に規定するシルバー人材センターとして指定されていないが、実態としてこれらと同様に高年齢者等の就労機会の確保等の活動又は事業を行っている者。
（３）施行令第１６７条の２第１項第３号に規定された母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第６項に規定する母子・父子福祉団体には該当しないが、実態としてこれと同様に母子及び父子並びに寡婦の就労機会の確保等の活動又は事業を行っている者。
（認定基準）
第３条　施行規則第１２条の２の１２の規定による認定基準（以下「認定基準」という。）については、別に定めるところによる。
（申請）
第４条  申請は、各年度一度とし、当該要綱に基づく認定を受けようとする活動事業者は、様式第１号を市長が定める日までに市長に提出するものとする。
（認定）
第５条  認定は、毎年度一度行うものとする。
２　市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、認定基準に適合していると認める場合は、これを認定し、当該申請者に対し、様式第２号により通知する。認定基準に適合していると認められない場合は、当該申請者に対し、その旨を様式第３号により通知する。
（期間）
第６条  前条の規定により認定した活動事業者（以下「認定事業者」という。）の認定の有効期間は、認定年度の翌年度末までとする。
（変更）
第７条  認定事業者は、認定の申請事項に変更が生じたときは、速やかに様式第４号により市長に変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
２  市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、変更を認める場合は、これを承認し、当該申請者に対し、様式第５号により通知するものとし、変更を認められない場合は、当該申請者に対し、その旨を様式第６号により通知するものとする。
（取消）
第８条  市長は、認定事業者が次の各号に該当する場合、当該認定事業者に対して様式第７号により通知し、認定を取消すものとする。
（１）第３条に定める認定基準を満たさない場合
（２）東大阪市入札参加停止要綱（平成２３年４月１日施行）に抵触する場合
（状況報告）
第９条  市長は、認定事業者に対し、障害者等の就労機会の確保等の活動のほか、当該事業者の事業の状況に関し、報告を求めることができる。
（認定後の処理等）
第10条  認定後の具体的な随意契約等に関する手続きについては、財務規則（昭和４２年東大阪市規則第３１号）及び東大阪市特定随意契約の手続に関する要綱（平成２１年４月１日施行）による。

附則
この要綱は、平成２９年１２月１日から施行する。
附則
この要綱は、令和５年４月１日より適用する。

